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令和元年度 第７回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   令和元年９月２７日（金） １３時３０分から１４時５０分まで 

 

（場  所）   糸島市前原西１丁目１番１号  糸島市役所 ２号会議室 

 

（出席委員）   西 憲一郎委員（職務代理者）、古川 泰永委員 

松尾 実恵委員、宗 聖子委員 

 

（事務局出席者） 家宇治 正幸教育長 

井上 義浩教育部長、宗 真司教育総務課長、田中 健悟学校教育 

課長、中庭 昭宜生涯学習課長、岡部 裕俊文化課長、角 浩 

行文化課企画監（博物館館長）、原尾 宏志学校教育課指導係長 

兼指導主事、東定 荘士郎学校教育課指導主事、楠原 英子教育 

総務課総務係長 

 

（傍聴人）    なし 

 

１ 会議事項 

（１） 会議録署名委員の指名 

（２） 会議録の承認 

（３） 教育長の報告 

（４） 議事 

なし 

（５） 報告事項 

・令和元年第 3回糸島市議会定例会について 

・令和 2 年度福岡県市町村立学校校長、教頭任用候補者及び主幹教諭・指導教

諭任用候補者選考試験受験者の市教委による面接日程について 

・令和元年度福岡県市町村教育委員会教育委員研修会の開催について 

・福岡県学力調査結果について 

・令和元年度糸島市「伊都塾」の実施報告について 

・学校訪問（10月実施分）の資料について 

 （６）その他 

     ・各課業務の主な取り組み状況と課題について 

     ・教育委員から 
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２ 開 会 

（家宇治教育長） 

本日の会議の出席は全員で、定足数に達しています。よって本日の会議は成立 

しました。 

 これより、令和元年度第７回糸島市教育委員会会議を開会いたします。 

                            １３時３０分 

 

（１）会議録署名委員の指名 

（家宇治教育長） 

令和元年度第７回教育委員会会議録の署名委員に、糸島市教育委員会会議規則 

第 16条第３項の規定により西委員を指名いたします。 

 

（２）会議録の承認 

（家宇治教育長） 

令和元年度第６回教育委員会会議録の承認について、お諮りします。事前に 

配布されております会議録の記載事項につきまして、訂正事項等ありましたら 

ご指摘をお願いします。 

（委員全員） 

なし。 

（家宇治教育長） 

ないようですので、令和元年度第６回会議録は承認されました。 

   古川委員は後ほど会議録に署名をお願いします。 

（３）教育長あいさつ 

   （家宇治教育長） 

 ・９月が終わります。年度の半分が終わったことになります。2学期後半は各 

学校で研究発表会が随時行われます。校長先生方には、特別なことをする必要 

はありません、しかしながら充実した研究の中で日頃の実践をその延長として 

しっかりと子どもたちの姿を見せて欲しいと、本日の校長会でお話ししていま 

す。是非とも委員の皆さんも参加していただいて、忌憚のない意見をいただき 

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

    ～ 管内教育長会の報告 ～  

      ・不祥事防止対策の徹底について 

           ・プログラミング教育の取組について 

      ・学校における教育情報化の実態に関する調査結果について 

      ・個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業について 

                   ～ 配布資料に基づき報告 ～ 
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   （家宇治教育長） 

    引き続き、次第に従い会議を進行します。本日議事はありませんので、報告事 

項に移ります。 

 （４）報告事項 

  （家宇治教育長） 

今回は報告事項が６件あります、順番に説明をいたします。 

    まず、令和元年第３回糸島市議会定例会について報告です。 

  （井上教育部長） 

    配布資料に基づき報告。 

    ◎会期日程については、配布しております資料のとおりです。 

    ◎一般質問に関しては、２名の市議より質問を受けました。 

    ～波多江市議～ 

【離島振興  姫島小学校・志摩中学校姫島分校の現状と課題について】 

     ■子供が少ないため、同世代との関わりが少なく、競争意識や社会性が育ちに 

くいという課題にどう対応しているか。 

     □小学校は引津小学校と農業体験や水泳学習など、中学校は志摩中学校と夏季

集中学習会等で交流している。また、他地区の子ども会との交流もされている。 

     ■インターネットを利用した塾を姫島でも取り入れてはどうか。 

     □中学生２名に対し、６名の教員を配置し、授業を手厚く行うとともに、放課

後の補充学習等においてもマンツーマンで指導している。現時点の生徒の学力

は高く、新たな取り組みは必要ないと考える。 

    ～徳安市議～ 

    【不登校児童生徒への支援について】 

     ■長期欠席児童生徒に対する、学校教育の必要性とフリースクールの役割・連

携について 

     □教育委員会は、児童生徒の学校復帰に向けた適応指導教室や教育相談、家庭

環境の改善などの取組を、学校は、不登校の要因である友人関係の改善や学力

補償の取組に尽力していく。さらに、どうしても学校に登校できない児童生徒

の居場所をつくることも必要であり、国の示す基準に沿った民間のフリースク

ールもその１つとして役割を果たすと考えており、連携を図っていきたい。 

     ■校内適応指導教室、不登校対応指導員、少人数学級の拡充について 

     □校内適応指導教室は、不登校児童生徒の発生状況に合わせて解説している。 

      不登校対応指導員は、一定の成果が見られており有効な対策と考えている。

拡充について検討していく。 

      少人数学級は、不登校の増加を止めることができていないので、不登校対応

指導員の配置等と併せて、その必要性を検討していく。 
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     ■「すばる」の要件を緩和するなど、市教委として子どもの居場所はつくれな

いか。 

     □要件緩和は考えていないが、学校にも「すばる」にも通えない子どもの居場

所づくりにおいては、不登校対策検討委員会の中で検討している。 

     以上、回答しました。 

◎ 補正予算に関連しては、学校教育課関連３件、文化課関連１件、生涯学習課

関連１件を計上しました。 

 （家宇治教育長） 

    ただいまの報告について、意見、ご質問はありませんか。 

  （委員全員） 

    なし。 

  （家宇治教育長） 

ないようですので、会議を進行します。 

続いて令和２年度福岡県市町村立学校校長、教頭及び主幹教諭・指導教諭任用候 

補者選考試験受験者の市教委による面接日程について説明をさせます。 

（宗教育総務課長） 

     配布資料に基づき説明・報告。 

     期 日:令和元年 11月 14日（木）及び 15日（金） 

     会 場:糸島市役所会議室 ２号 

         糸島市役所南側車庫２階 

     尚、次回教育委員会会議終了後、事前説明を行う旨、報告。 

   （家宇治教育長） 

     委員の皆さん、この日程で調整をお願いします。 

続いて令和元年度福岡県市町村教育委員会教育委員研修会の開催について説 

明します。 

   （宗教育総務課長） 

     配布資料に基づき説明・報告。 

     期 日:令和元年 11月 8日（金） 

     会 場:博多サンヒルズホテル 

   （家宇治教育長） 

     今回は、いじめや不登校への対応について、糸島市で取り組んでいることを学 

校教育課長の方から報告をしてもらう予定にしています。 

     尚、本日の会議後、出欠について改めて確認させていただきます。 

     続いて令和元年度福岡県学力調査結果について報告をさせます。 

   （東定学校教育課指導主事） 

    配布資料より抜粋:転記 
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項  目 小 中 

調査学年・科目 第 5学年(国語･算数) 第 1･2学年(国語・数学) 

県平均との比較 小・中学校ともに両教科で県平均を上回っている。 

中学 1年の国語、活用区分のみ全国平均を下回っている。 

小学５年の国語以外、基礎区分が活用区分より上回っている。 

経年変化による分析 国語も算数もほぼ横ばいであ

る。 

1 年生:国語も数学も下降している。 

2 年生:国語は上昇し、数学は下降し

ている。 

項  目 小 中 

平均正答率状況（観

点別）による分析 

・国語、算数すべての観点で

県平均を上回っている 

・国語、算数ともに県平均を

上回った学校は 10/15 

【1年】 

・国語は「書く」「言語事項」で県

平均を上回っている。 

・数学はすべての観点で県平均を上

回っている。 

・国語、数学ともに県平均以上の学

校は 3/6 

【2年】 

・国語は「言語事項」以外、数学は

すべての観点で県平均を上回ってい

る。 

・国語、数学ともに県平均を上回っ

た学校は 4/6 

正答率からの分析 ・国語では根拠をもって「選択」する問題の正答率が低い。 

・小学校では、国語の「読む能力」の正答率が低く、算数の「技

能」の正答率が高い。 

・中学校では、1 年生国語の「活用」問題、2 年生数学の「基礎」問

題の正答率が低い。 

  （家宇治教育長） 

    説明は終わりました。意見、ご質問はありませんか。 

    学校間の差をどのように分析していますか。 

  （東定指導主事） 

    学校内の学力向上への取り組みが機能しているかどうかだと思いますが、具体的 

    な分析はできていません。 

  （家宇治教育長） 

    義務教育で差があるということは、良いことではありません。一定の方策をも 

って対応してください。 

他にありませんか。 

  （委員全員） 

    なし。 

 

では、続いて令和元年度糸島市「伊都塾」の実施について報告させます。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

     中学生の参加人数は 170名（4日間延べ 447名）と昨年より増加。 
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学生ｻﾎﾟｰﾀｰは 22名で昨年より 4名の増。(本市出身の学生ｻﾎﾟｰﾀｰ２名) 

以下、配布資料アンケート結果に基づき報告。 

   （家宇治教育長） 

     報告は終わりました。意見、ご質問はありませんか。 

   （松尾委員） 

初めて参加した。という生徒の感想を聞きましたが、すごく楽しかった。将来 

九大に行きたいです。と言ってました。 

   （西委員） 

     以前参加したとか、友人の勧めなど参加した人の肯定的な理由で参加者が増え

ているということでは、良いイベントであると思います。しかし、中学生全体 

     から考えると、１７０名というのは少ないのでは。固定化しているのではない

か。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

     参加者の顔を見ると、以前参加した人が多いと思います。固定化という意味で 

は、内容の変化を加えていきたいと思います。 

   （西委員） 

     参加したい。という気持ちを持たせることが大事だと思います。九大が糸島に 

     ある。ということが糸島の教育のメリットだと思います。今後もよろしくお願 

     いします。 

   （家宇治教育長） 

マンネリ化しないように考えていきたいと思います。ほかにありませんか。 

   （宗委員） 

     九大生と年齢が近いということで、受験の経験談を聞いたり、落ち着いて話が 

     できて楽しかった。また、理科の講義で電気を使って野菜を育てることを学ん    

     だそうですが、新しい分野に興味が持てた。とも言ってました。 

     生徒の母親からは、帰宅して自分からいろいろと話をしてくれました。あり 

がたい経験をさせていただきありがとうございました。という話を聞きました。 

   （家宇治教育長） 

     ほかにありませんか。 

   （委員全員） 

     なし。 

 

   （家宇治教育長） 

     続きまして、学校訪問（１０月実施分）の資料についてです。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

     資料に基づき説明 
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   （家宇治教育長） 

     報告は終わりましたが、何かご意見はありませんか。 

     ないようですので、これで報告事項を終了します。 

 

（６） その他 

 （家宇治教育長） 

   続いて、各課業務の取り組み状況と課題について報告します。 

（各課長報告） 

 （家宇治教育長） 

     以上、報告に対してご意見等あればお願いします。 

   （委員全員） 

    なし。 

   （家宇治教育長） 

    それではないようですので、教育委員の皆さんから何か報告事項等あればお願い

します。 

   （委員全員） 

    なし。 

   （家宇治教育長） 

    ないようですので、これでその他を終了します。 

    次回会議は１０月２４日（木）午後１時３０分からでよろしいでしょうか。 

   （委員全員） 

    異議なし。 

  （家宇治教育長） 

    それでは次回は１０月２４日で決定します。 

  尚、午前中、加布里小学校訪問を予定していますので、併せて調整いただきます 

ようお願いします。おって通知を送ります。 

 

以上をもって、令和元年度第７回教育委員会会議を閉会します。 

 

３ 閉 会    委員会閉会を宣言   １４時５０分 

 

 

 

 

 

 



   

- 8 - 

 

 

糸島市教育委員会会議規則第１６条第３項の規定により、ここに署名する。 

 

    教育長 

 

    委 員 

   （委員長指名委員） 


